第　　　回



入　　 札 　　書


令和　　　年　　　月　　　日


富山県知事　新 田　八 朗　殿

入札者　　住　所
商号又は名称
[bookmark: _Hlk133916287]代表者氏名	　　　　　　　　　　　　　　印


￥　　　　　　　　




内　　　　　訳

	品　　目
	数　量
	単　　価
	金　　額
	摘　　要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	



上記の金額を持って物品を賃貸するため、富山県会計規則、入札者心得並びに
契約事項等を承諾のうえ入札します。





 (
記入例
) (
入札の回数を入力して下さい。
)第　１　回


入　　札　　書
 (
入札日を記入してください。
)

令和元年　10月　１日


富山県知事　新 田　八 朗　殿

 (
株式会社　立山雷鳥産業之印
)入札者　住　　　　所　富山市新総曲輪１－７
 (
会社
名
、代表者
名
、代表者
印
等を記入・押印してください。
いずれか未記入・未押印の場合は、入札書は無効になります
。
) (
代表取
締役之印
)　　商号又は名称　株式会社　立山雷鳥産業
代表者氏名　　代表取締役　立山　一郎　印

 (
親金
)
 (
入札書記載額
（
月額リース料の
110
分の
100
の金額を記載します。）
)
	￥10,000,000－　



内　　　　　　訳
	品　目
	数　量
	単　価
	金　額
	摘　要

	イロハ
	１式
	
	8,000,000
	

	ニホヘト
	１式
	
	2,000,000
	

	
	
	
	
	

	 (
内訳に金額が記載してあっても、親金の記載がないと、入札書は無効となります。
内訳と、親金の金額が違っている場合、親金が優先されます。
)
	
	
	
	

	計
	
	
	10,000,000
	


	上記の金額を持って物品を納入するため、富山県会計規則、入札者心得並びに
	契約事項等を承諾のうえ入札します。

入札書の記入について

1． 入札は、１回目の入札額が県の設定した予定価格に達していなければ、引き続き２回目の入札(再度入札)を行います。(物品事務取扱要領第28条)
(1) ２回目の入札最低額が予定価格に達していない場合は、物品事務取扱要領第29条に基づき最低額
を提示した者の見積書提出の意思を確認のうえ、見積書を徴し(原則２回まで)ますので、見積書（会社名・代表者名・代表者印等を記入・押印したもの）を持参して下さい。
(2) １回目あるいは再度入札の最低価格が予定価格に達している場合で、同額の最低価格が２者以上の
　　場合は、抽選により決定します。

２．２回目の入札(再度入札)のときは、１回目の他者を含めた最低額より低い金額を記入してください。
　　見積もることができない場合は、入札書の親金欄に　辞退　と記入してください。

３．入札書は、富山県が提供した様式をコピーして使用してください。（ワープロ等で作成する場合は、県の様式に準じたものとしてください。）

４．入札書には、会社名・代表者名・代表者印等を必ず記入・押印してください。
　　なお、支店長、営業所長等への委任状を、県にあらかじめ届けている場合は、入札書には会社支店名（営業所名）・支店長（営業所長）名・支店長等印等を必ず記入・押印してください。（いずれか未記入・未押印の場合は、入札書は無効となります。）

５．入札当日、上記４以外の名前で入札する場合は、入札書に会社名・代表者名（支店長名等）とともに、その下に「上記代理人〇〇〇〇」と記入し、受任した人の印を押してください。（押印のない入札書は無効となります。）
　　また、投函時に委任状も添付してください。（添付のない場合は、入札書は無効となります。）
　（代表者又は支店長等の名前で入札する場合は、委任状は必要ありません。）

６．入札書の親金は、必ず記入してください。（内訳に金額が記入してあっても、親金が記入してなければ、入札書は無効となります。）また、内訳の合計額と親金が異なっている場合は、親金の金額が優先されます。

７．入札書には、特に仕様書・通知文等に記入がない限り、諸経費込みで見積もった金額（消費税及び地方消費税込み）の１１０分の１００を記入してください。
 (
ワン
ポイント
)


　入札書の親金　　⇒　諸経費込みで見積もった支払月額（消費税及び地方消費税込み）
	の１１０分の１００で記載する。
　見積書の親金　　⇒　諸経費込みで見積もった支払月額（消費税及び地方消費税込み）
	で記載する。








